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◆ 福島原発事故を許さず、原発廃炉をかちとろう  

２０１２年、世界は人類がいまだ経験したことのない、

歴史的試練の真っ只中にいる。世界恐慌の果てしない深

化と福島第一原発事故は、資本主義社会の最終的な行き

詰まりをさらけだした。こうした世界危機の深化のなか

戦争の危機が迫っている。ユーロ危機は果てしなく激化

し、ＥＵ、独仏、アメリカは対応能力を失っている。他

方では全世界で、ストライキ、集会、デモが１９３０年

代のように激しく闘われている。 

 ２０１１年３月１１日は、たんに東日本に甚大な被害

を発生させた歴史の一コマ、ということで済ませられる

事態ではない。福島第一原発の１～４号機の水素爆発・

メルトスルーは、原発の存在自体が如何に「核と人類は

共存できない」か、ということを突きつけたのである。

昨年１２月、民主党野田政権は「冷温停止に至った。事

故は収束した」と内外に宣言した。しかし、現地福島は

むろんのこと、世界の「９９％」がそんなことを信用し

ていない。「１％」の資本主義社会を牛耳る資本家ども

の声を代弁しているだけだ。 

 放射能汚染は拡大し、福島・茨城の農産物は壊滅的な

打撃を受けた。「汚染水の放出」により漁民も大打撃を

受けている。被災地の労働者には「震災解雇」の嵐が襲

いかかっている。何よりも、原発安全神話が崩壊したあ

と、あらたな放射能安全神話を作るために「放射能は安

全、福島は安全」と地域一丸となって言わねばならない

という圧力が強まっている。子どもたちを放射能汚染か

ら守らねばならない。原発再稼働を絶対に阻止し、全て

の原発の廃炉をかちとろう。 

 

◆ 野田政権と徹底的に対決しよう 

 昨年９月２日、菅政権の崩壊を受け野田政権が発足し

た。野田首相が就任のあとはじめて行った行動は何か。

連合の古賀会長にあいさつし、その後経団連を訪問し、

米倉会長に大増税と原発再稼働を確認したのだ。まさし

く、一方で財界と財務省、他方で連合ダラ幹が支える自

民党以上の反動政権だ。 

 野田政権は原発再稼働、「復興特区」の推進、辺野古

新基地建設、公務員労働者首切り、道州制導入、消費増

税、ＴＰＰ推進、労働条件改悪、医療保険解体などを進

めている。武器輸出三原則の空洞化による実質的な改憲

を推し進め、さらに国民投票法にもとづいて設置した憲

法審査会を動かして明文改憲策動を開始した。「緊急事

態」における憲法停止や北朝鮮・中国に対する日米共同

の侵略戦争、集団的自衛権行使が策動されている。２０

１２年、野田政権の戦争政策と徹底的に対決する闘いを

職場から創り出そう。 

 

◆ 昨年の闘いを総括し、新たな展望を創り出そう 

 昨年の歴史的大激動の過程に、組合は必死に食らいつ

き、組合活動の活性化と組織の拡大を目指し闘い抜いて

きた。だが、結果として組織拡大は未達成である。２０

１０年は全階級的な攻撃として４月に国鉄１０４７名闘

争の「政治決着」という大反動があり、わが組合的には

教育と探求社による労働審判、損害賠償民事裁判、全日

本育成会の組合破壊策動などの攻撃がかけられた。いわ

ば、「組織防衛」戦を組合は強いられ、これを食い破り

組合を守りきった一年であった。２０１１年は、３・１

１情勢のなかで、反原発の闘いに若い力、新たな流れが

潮のように吹き出た年であった。わが組合としても教育

と探求社解雇撤回闘争での勝利、全日本育成会闘争の勝

利的進展、ブリタニカ闘争の新たな局面への展開など運

動的前進をかちとった。だが、組合は組織拡大という領

域では、若い力、新たな流れの中にある怒りの声と充分

に結びついたとはいえない。ここを突き破る必要がある。

２０１２年、組織拡大に徹底的にこだわり、新たな力と

何としても結びつき、新たな展望を創り出そう。 
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◆ 組合のさらなる強化をかちとろう 

 同時に、昨年１年の闘いを通じて、組合は組織拡大に

向けての一定の手応えを感じている。昨年、組合はさま

ざまな課題で学習会をほぼ毎月開催した。また、東電本

社を６回のデモで直撃した新橋アクションを積極的に推

進した。とりわけ、６月以降は反原発をテーマに連続的

に学習会を行った。その中で、９月学習会、１１月学習

会には新たな出会いがあった。新橋アクションにおいて

も、ビラを見た参加者が増えている。さらに、労働相談

においてもさまざまな動きが生まれている。 

 だが、それはあくまで端緒であり、ストレートに組合

員の増加として組織拡大に直結しているわけではない。

出会いは単発ではなく連続とならねばならない。この点

において、組合はまだまだ突破しきれていないのが現実

だ。組合の訴え方、具体的な闘いの組織の仕方が問われ

ている。 

 だが、こうした課題へのチャレンジは始まったばかり

だ。２０年以上にわたる新自由主義攻撃が労働者や職場

にもたらした現実の前に、労働者民衆は投げ出されてい

る。支配の鎖を引きちぎるためには、心の奥底からの怒

りや闘いに勝利する展望が決定的に必要だ。全く新たな

関係のなかで、何が問われているのかを今までの延長戦

上の発想から断ち切って考え抜き、新たな光を見いだそ

う。 

 

◆ 労働運動の新たな発展を創り出そう 

 ３・１１情勢下で新自由主義を打ち破り、社会を変革

していく闘いに決起しよう。国鉄労働者は、ストライキ

をもって原発再稼働攻撃、被曝労働強制と真っ向から対

峙し、被災地の労働組合は「復興」攻撃との全面的対決

を開始している。被災地の怒りと闘う労働組合が結合し、

合流することは、反原発闘争の発展を切り開くものだ。

「外注化阻止・非正規職撤廃闘争」は全世界共通の課題

であり、国際連帯を深く広く発展させよう。 

 「すべての原発今すぐなくせ」「ＴＰＰ絶対反対」を

通して、新自由主義と対決できる労働組合をつくろう。

「反原発・反失業」に集約される労働組合の闘いの基軸

にさらに治安弾圧に反対する闘いが不可欠だ。共謀罪法

案の国会上程を阻止し、新たな捜査手法導入に反撃しよ

う。新自由主義弁護士との闘いに勝ち抜こう。 

 組合は、反原発・反失業を闘う労働組合として、非正

規労働者の反乱と連帯し闘いぬく。組合つぶしの不当解

雇攻撃と熾烈に闘っている西部ユニオン・鈴コン分会と

の共闘を強化し、労働運動の戦闘的再生のために闘おう。

２０１２年、ＪＲ資本の民営化・外注化・非正規化攻撃

と闘う国鉄労働者との連帯を強化し、「反安保沖縄、反

原発福島、反核広島長崎」の闘いを貫き、障害者差別と

対決し、治安弾圧反対の闘いを実現していこう。３・１

１一周年の郡山２万人闘争に総力で決起しよう。 

ẼẼ   ẼẼ 

 

１２月２３日（金）午後、第１１回定期組合大会が

開催された。会場は千代田区の西神田コスモス館。出

席者数は急病者が続出したりして予定より尐なかった

が、熱心な討論が展開された。議事の後半に新役員の

選出が行われ、全員が再選された。 

大会は、教育と探求社分会の織田さんを議長とし、

選挙管理委員として斉藤さんが選出された。 

来賓は、東京南部労組、なんぶユニオン、争団連お

よび明大生協労組からあいさつを受けた。続いて議長

から、寄せられたメッセージの紹介があり、国鉄千葉

動力車労働組合、東京西部ユニオン、広島連帯ユニオ

ン、その他の労組名が紹介された。 

 

議事・報告 

議亊の最初に、佐藤委員長から総括報告として、こ

の１年間の闘いで、教育と探求社分会が２月２３日に

勝利調印したこと、１０名の解雇を撤回させたことが

報告された。つづいて３月には児島組合員の雇止め解

雇を阻止したこと、さらに７月に育成会分会の民事裁

判で、公の職務の執行についての賃金カット、就業規

則改悪について画期的勝利判決を勝ち取ったことなど

が報告された。 

情勢報告は石川書記次長から報告された。ＴＰＰは

事実上改憲にも等しい攻撃である。増税攻撃もある。

しかし、３・１１以降の激変で労働者民衆の主体的情

勢が一変している。闘う労働組合、合同労組、非正規

労働者の闘いの重要性が増していることを報告した。 

跡部書記長が方針を提起した。３・１１以降若者の

決起、今まで活動していなかった人の闘いへの参加が

始まった。学習会の組織化、組合員の増加の計画性が

より重要となった。治安弾圧との闘いの強化が必要だ、

と報告した。 

ブリタニカ分会は佐藤由枝当該から、育成会分会は

岡庭分会長からそれぞれの闘いの報告と闘争方針が報

告された。育成会分会報告には、職場の仲間の労働者

もゲスト発言し、賃カツ無効裁判に完全勝利したこと

も職場の情勢を一変させ、敵の攻撃を打ち破っている、

と発言があり、また児島組合員からも職場復帰の決意

が表明された。教育と探求社分会からは、西崎分会長

が闘争勝利の報告をした。 

ガサ国賠報告は三角副委員長から報告された。公安

警察による安易な捜査令状請求と、簡易裁判所による

自動販売機のような令状発布にとどめをさす本格的裁

判が進行中だと報告された。 

会計報告は佐藤執行委員が決算と予算報告をし、急

な仕事のため大会出席できなくなった山本米子会計監
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査に代わり、監査結果に間違いがないという監査報告

が読みあげられた。 

 

質疑・集約・採択・投票 

質疑では、「障がい者差別と闘おう」を闘争方針に入

れてほしいとの提起と、「新橋アクション」を組合とし

て闘うに当たっての積極的発言があった。 

最後に箕曲代理人の、２つの分会に向けた代理人と

しての決意が明らかにされた。 

跡部書記長から、質疑応答であった発言を含め、積

極的にとらえて闘いを強化したいと集約があり、全議

事案が一括して採択され、定期大会は幕を閉じた。 

場を移しての交流会は大いに盛り上がり、ひとりひ

とりから２０１２年の豊富な抱負が述べられた。 

２０１２年１月８日、斉藤選挙管理委員から投票の

結果が次のとおり報告された。 

新役員は全員が信任された。またスト権は、組合規

約第２３条によりスト権が確立した。 

 

 

ẼẼ ⅛╠ ẼẼ 
 

突然の辞職。矢吹了一事務局長のお粗末な辞め方。 

２０１０年７月１日事務局長に着任した矢吹了一氏が、

突然事務所に来なくなったのは２０１１年１１月１６日、

職員への挨拶もないまま１１月３０日に辞職となった。 

荷物の整理も仕事の引き継ぎもほとんどなく、地元高知

県に帰ってしまって、音信すらおぼつかなかったものの、

仕事の引き継ぎに現れたのは、ようやく１２月１９日で

あった。矢吹了一元事務局長に付き添って tomiko 

yabuki（？）「奥様」まで登場。 

矢吹了一氏の１２月１９日の退職の挨拶では「昨年７月

からの１年５か月。震災やら、全国大会やら、全力でや

ってきた。しかし、その間、夫婦で一緒にやってきた『南

風』という事業所が大変な状況になってきた。家内と、

仲間に負担をかけてきた。」と述べた。 

その後、お連れ合いまで職員への挨拶をされて、「一人

で東京まで行ける状況ではないので付き添いできた。高

知では自立援助ホームをやっている。全国の自立援助ホ

ームが夫婦制でやっているので、夫婦制でやりたいとい

ってはじめた。全日本育成会事務局長就任のお話があっ

たとき、周囲の声で東京に行ったほうがいいと言われて

送り出したが、事業所は大変になり、主人に帰ってきて

ほしいという声が多くなり、主人も体調を壊し、もうこ

こで、東京から帰ってきたほうがいいと決断した。」と

いうのである。こうした二人のお話しから実は随分前か

ら、辞めることを考えていたことが浮かび上がった。 

それにしては、この辞め方はお粗末であった。まるで、

「夜逃げか？」と思われるほどで、事務所から矢吹夫妻

が帰るときには、信じたものほど見事に裏切られたよう

な思いであったのか、tomiko yabuki のアドレスの裏メ

ールでつながっていた輩らは総好かん？！ 了一氏ひと

りで来られない心境であったのも無理はない。 

高知県職を退職後、地元でＮＰＯ法人を立ち上げて、夫

婦で自立援助ホームをやっていた矢吹了一元事務局長が

着任したときは、「自分はＮＰＯの理事長だから、東京

に来ても地元の事業は大丈夫だ」と言っていたのに、１

年５か月後には、「夫婦制でやっているので、帰らない

といけない」？？とは。はじめからわかっていなかった

のか。高齢の親がいれば、地元を離れているリスクもわ

かるはず。「そもそも東京に来たのが、無理だった」と

いうストーリーを演じるのか？ さて、その責任は？ 

矢吹元事務局長は、昨年７月の事務局の引っ越しの時に、

ほかの職員には触らせないで、会議室にあった理事会の

議事録、古い資料類など、矢吹元事務局長が一人で整理

した。全日本育成会の歴史に関わる重要なものを捨てた。

初代からの理事会議事録についているさまざまな資料も、

平気で捨てた。前任の藤村清喜元事務局長は、「第６０

回全国大会で記念史を作ることを考えると、どんな資料

が必要になるかわからないから、歴史に関わるものは大

会が終わるまでとっておく」といっていたのに、矢吹元

事務局長は２０１１年１１月の６０回大会を待たずに、

全日本育成会の仲野好雄元理事長など歴代の人物も知ら

ないのに、「古い」というだけでさっさと資料を捨てて

しまった。古い資料ほど、価値があるのに。 

このようにふりかえれば、矢吹了一氏は、育成会の歴史

的資料を捨て去り、労組を破壊することのためだけに事

務局長に赴任してきたのか、とも思えてくる。 

不当な懲戒処分無効確認裁判に提出された被告側の乙

号証には、矢吹事務局長が書かなければならないはずの

業務報告書も出されないのに、処分の是非を争う裁判に

関係ない陳述書を職員３名に書かせて、職員を「さらし

者」にし、矢吹氏が懲戒委員会の事務担当者としてした

はずの資料収集も裁判の証拠書証で出さないとはどうい

うことか。矢吹氏の起こしたストーカー（疑惑）事件の

解明も終わっていない。 

答えてください。この不始末とその代償、どうしてくれ

るおつもりですか？ 証人として出て答えろ、矢吹。 
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１２月２６日（月）賃金カットの控訴審 弁論準備（２） 

正当な理由のない賃金カットが不作為であることの当

然の帰結として、全日本育成会が完敗となった東京地裁

の判決を不服として、全日本育成会は高裁に控訴した。 

しかし、控訴理由書では、そもそも 1審の判決内容につ

いて控訴についての異議を言うべきところを、なんと労

働委員会の審査指揮を批判したものまで裁判所に開陳し

たのだった。 

それを知ってか知らずか、これまで労働委員会で全日本

育成会事件を担当していた公益委員の和田正隆弁護士が、

この１２月で突然交替になった。 

最後となった１１月２日の労働委員会の調査では、和田

正隆公益委員（弁護士）はしきりに賃金カット事件の控

訴は高裁の何部に出したのか気にしていた。 

まさか、高裁に提出された育成会の控訴理由書を和田正

隆公益委員が読んだわけはないと思うが、「公益委員が

労働組合の言う通りの判断をした」として労働委員会の

審査指揮を高裁で悪口言われたのだから、憤慨してもお

かしくはなかった。 

「労働者を証人として採用した労働委員会が、いけなか

った」ということを高裁に言ったところで、それは賃金

カットの正当性の主張・控訴の理由とは縁遠いものであ

ることも、全日本育成会には理解できないのだ。 

もちろん高裁の裁判官は、控訴理由書での労働委員会の

批判している部分にはまったく目もくれず（？）、「就

業規則の変更は全体として合理的な変更であったかどう

か」に絞って被告側に問うた。 

これには、全日本育成会代理人の伊藤昌毅弁護士、平野

剛弁護士が困ったらしい。自分たちが控訴しながら、そ

の意図とは別の、就業規則改悪の核心部分を裁判官がつ

いてきたからだ。全日本育成会としては、絶対に言いた

くない、言いようもない部分なのだ 

そもそも、就業規則を変える必要性はまともな説明がさ

れていなかった。変える必要性と変えた条文の整合性は

なかった。２００７年の職場での「パワーハラスメント

問題」をはじめとした職場問題をでっち上げ、それを調

査した特別監査報告書がもとになって、就業規則は改悪

された。この時の一番大きな問題としたのは「これでは

使用者に懲戒する自由がない」ことだった。そして、公

民権の行使に関する旧就業規則１５条（公民権の行使と、

不慮の電車の遅延などは遅刻、早退の扱いにしない）の

条文を無くし、なんらの代替措置もないことは、なんら

の合理的説明ができない。だから、絶対に「合理的だ」

と言えないのである。 

そのため、裁判官からの宿題である「就業規則の変更で

労働条件を不利益に変更した部分を補うような部分があ

るのか、全体を示してほしい」というオーダーに耐えら

れず、１２月２１日付で提出した準備書面（２）は全く

リクエストに答えていないため、裁判官から、「旧就業

規則１５条を無くしたあと、どうするつもりだったので

すか、全くの私事都合と同じ扱いということなのです

か。」「そもそもの就業規則変更の目的と、それを達成

させるための内容が合致しているのか、合理的であるか

を答えてほしいのです」など核心に触れた質問が出た。 

裁判官の質問に、育成会の代理人弁護士の伊藤昌毅弁護

士は、「勘違いしていました」・「頭の整理がつかない」

など、しどろもどろ。平野剛弁護士に至っては黙ってう

つむくばかりで声もない。借りてきた猫より情けない。 

裁判官は、この１２月２１日付準備書面（２）は、留保

にして（正式な書面として扱わず）、再度準備書面を急

ぎ提出するように伊藤昌毅弁護士らに言ったが、伊藤弁

護士は、1月は「バタバタしている」ので、1月末まで時

間が必要だとしたため、予定が入らず、次回の弁論準備

の予定は２月１６日となった。 

全日本育成会は、今に至って「頭の整理がつかない」弁

護士の言いなりになって控訴したことを、会員に対して

説明できるのでしょうか。会員から「悪徳弁護士に払っ

た金は理事長の自弁で会に返せ」と言われるのも、時間

の問題でしょう。 

 

処分裁判で、職場の同僚が陳述書を提出！ 

全日本育成会側の証拠書証（乙７～９号証）として提出

した職員３名の陳述書で示された、２００９年４月１６

日の団交の内容について、まったく間違った認識を示し

たことに対して、職場の同僚が書いた２０１１年１２月

２６日付の陳述書は、この団交の意味を明確に示すもの

となった。 

この団交では児島組合員に対して労災認定されたこと

を労基署のハガキを示して伝えた後も、育成会は２００

９年２月２７日付「雇用契約終了の予告通知」を撤回し

なくて、３月３０日付で撤回通知を出すと言ったが、３

０日に児島組合員に職場で待っていてくれれば、手渡す

ということを藤村事務局長(当時）が言いながら、実際に

は目の前にいる児島組合員に手渡さず、自宅に送り付け

たということがあった。 

また、その後の雇い入れ通知についても、副島宏克理事

長（当時）は、「労働条件については、話し合って決め

よう」と言いながら、またも、勝手に自宅に送り付ける

と言う、卑劣なやり方で何度も信頼関係を踏みにじると

いうことがあった後の団交であった。 

だから団交において、育成会側、高鶴かほる理事（当時）

が、「既にお示しした通り」と言ったきり、黙ったまま

で、出席した伊藤昌毅弁護士と、平野剛弁護士が、理事

らに対して「もういいですから」「話さなくていい」な

どと指導し、労使で協議する場である団交を破壊したこ

とから、当然、組合、労働者は、「何を示したというの

か答えてくれ」と、みんな怒っていた。 

全日本育成会の証拠書証として陳述書を提出した職員
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３名は、このような団交の内容であったことを理解して

いるとは思えない。これまで団交に出席したこともなく、

「団交」の字も知らず、裁判に証拠書類として提出され

た裏メールでは「断交」と書いていた。どれも似たよう

な陳述書で、全く同じ部分も多く含んでいる。 

提出日は２０１１年１０月３日と、４日であり、サイン

のみが自筆である。 

職員３名の提出した法人側の証拠書証は、６月６日の懲

戒処分決定に影響もない書証である。 

職場の同僚の陳述書では、こうした職員３名の陳述書は

なぜおかしいのか、また労働組合は使用者と労働者には、

違う態度をとるものであって、団交のときに使用者に言

うのと、団交開催要求書の提出行動の時に声をかけてき

た労働者に言うのでは、おのずから話し方が違うという

ごく当たり前のことを裁判所に対してきっちり示した。 

 

【育成会分会闘争・傍聴のお願い】 

★不当処分無効確認 第４回期日 

１月３０日（月）１０：００～ ５２７号法廷 

               東京地裁にて。 

★労働委員会 審問 （証人：岡庭千泰組合員） 

２月１日（水）１５：００～ 東京都庁３４階にて。 

 

どちらも、傍聴をよろしくお願いします。 

 

 

ẼẼ  Ⱪꜞ♃♬◌ ⅛╠  ẼẼ 
 

Ⱪꜞ♃♬◌╩ ≢ ⇔ ≡  
組合は２０１２年１月１０日、日本ブリタニカ、ブリ

タニカ・ジャパンの両社を、団交拒否で都労委に申し立

てた。 

前回の都労委申立は、事件発生以来１年以上を過ぎた

として都労委だけでなく、中労委、東京地裁、高裁、最

高裁までも組合の、奥井社長出席拒否不誠実団交の申立

てを却下、ないし棄却した。 

組合は、１年間の申立期間の不当性を抗議すると共に、

仮に申立期間を認めたとしても、実態的には１年を超え

ていないことを示した。にもかかわらず、都労委が全て

の点で資本側に有利なように判定して、組合の申立を棄

却した。これにならって中労委以降、最高裁までもが却

下を下した。 

 

一点のまじり気もない明らかな団交拒否   

今回の団交拒否の根拠は一点のまじり気もない団交拒

否の不当労働行為である。それを２０１１年秋以降の一

連の会社側「回答書」を軸に、これまでの、とりわけ２

００５年１０月の第２４回団交以降２０１１年７月まで

の沈黙団交で団交拒否を立証しようとするものだ。 

労使が同一のテーブルにつけば、その内容いかんにか

かわらず団交が行われたという、反労働者的解釈が横行

してきた。しかし、第２４回以降の団交は、団交の内容

を録音することを理由に沈黙し続けている。これ自体、

同一テーブルについていたとしても不当な団交拒否であ

る。これを６年間経てきたあげく、今回は団交も公然と

明示な形で拒否したのだ。 

 ２０１１年１０月２１日、組合は日本ブリタニカ及

びブリタニカ・ジャパン株式会社を連名で団体交渉要求

をしたにもかかわらず、ブリタニカ・ジャパン奥井直彦

代表取締役社長名で１１月１日付「ご連絡」と題する文

書が送られてきた。日本ブリタニカは既に消滅したとし

て、団交を拒否したのだ。組合は１１月１１日に、この

「ご連絡」そのものを議題とする、団体交渉の開催を要

求した。これに対して、会社側はブリタニカ・ジャパン

奥井直彦名の１１月１７日付「ご連絡」で「貴組合の要

求には応じかねます」と、団交を拒否した。 

この団交拒否を抗議し、奥井社長出席の団交開催を求

めて、２０１１年１１月２６日に組合は、奥井社長宅へ

赴き、奥井社長に団交要求書を手渡した。 

この組合の団交拒否に対する抗議行動に対してブリタ

ニカ資本は、組合を脅迫する「警告書」なるものを、代

理人弁護士名を使って１２月７に送りつけてきた。 

組合は、この「警告書」を議題に団交開催を１２月１

３日に申し入れたが、会社側は２０１２年の今日に至る

までいまだ諾否いずれの回答もせず、無視し続けている。 

今回の公々然たる団交拒否に対して、決然と勝利目指

して闘っていくぞ！！ 

 

ẼẼ   ●◘ ⅛╠   ẼẼ 

第６回公判報告 

             ガサ国賠５労組連絡会 

「公安警察のガサやり放題を許さないぞ」 

「令状発付自動販売機と化した裁判所弾劾！」 

この二つのスローガンをガサ国賠裁判の目標にすえ、

２０１０年１０月７日、ガサ国賠５労組が連絡会を結成

して訴状提出以来、早や６回目の公判となった。 

２０１１年１２月１６日、東京地裁６２６号法廷（始

関裁判長）は、原告ユニオン東京合同（委員長佐藤陽治）、

代理人・武内、井堀、山本各弁護士が法廷内に着席。傍

聴人は、各原告所属の組合員６名、重慶裁判・共謀罪闘

争などで一緒に闘っている支援者１名が前方に陣取り、

始まった。 

原告らは、訴状提出－第１回公判から「被疑事件と何

ら関連性を有しない労働組合にどのような疎明資料を添

付して家宅捜索差押令状（ガサ令状）を請求したのか」

と、形式的にはこの被疑事件の直接請求者は栃木県佐野
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警察署長であるが、実際は東京都－警視庁公安部公安第

一課であることを公判廷で明らかにし、憲法３１条の「住

居の不可侵」を原則として家宅差押え捜索が許される「正

当な理由」をまず、請求段階の請求書と宇都宮簡易裁判

所にそれを提出した際の資料の一切を明らかにせよ」と

一貫して追及し、釈明および資料の開示を要求してきた。 

こうした当初からの原告の「国または公共団体」が「故

意又は重大な過失によって、損害を加えた時は国または

公共団体がこれを賠償する責に任ずる」という国家賠償

法第一条を正面からぶつけて、「故意又は重大な過失」

でないことを被告らに弁明させることを主眼としている。 

２０１１年９月、当時警視庁公安部に所属し現在蔵前

警察署の山崎耕という司法警察官の「陳述書」を被告東

京都は提出した。この「陳述書」が被告東京都のガサ令

状請求の「正当な理由」のすべてである。被疑事件と関

連性があることを疎明できず（あえて疎明しないで）、

ある特定の政治団体の組織的犯行であると警察が断定し、

その組織的構成員であるかその同調者であることを以て

「正当な請求の根拠」としているのである。 

同時にこれは、事件ともいえない事例（実際本件では

起訴もできなかった）をタテに、「自動販売機」と化し

た裁判所、とりわけ簡易裁判所を狙い、いともたやすく

令状を発付させる手口である。 

同時にこうした公安警察の憲法・刑事訴訟法を踏みに

じる令状請求を意図的にタナに上げ、本件でいえば全国

３８ヵ所の対象となった場所について、たった一日で疎

明資料を精査できたのか、当然にも疑問である。以上の

ような争点を具体的に明らかにしたのが１２月１６日の

第６回公判であった。 

裁判の始まる前、これまで同様、裁判所前で上記二つ

のスローガンを大書きしたチラシを原告組合が力を合わ

せて配布し、マイク情宣も重ねて「ガサ国賠に注目を！

可能ならば傍聴支援を！」と訴えたのである。 

次回は３月９日、午前１１時半開廷、東京地裁６２６

号法廷、原告５労組はもとより、合同一般全国協、労組

交流センターにも広く呼びかけて、法廷を埋めつくし、

始関裁判長の憲法・刑訴法にのっとった訴訟指揮をやら

せよう。 

 

ẼẼ ▪◒◦ꜛfi ẼẼ 

テーマ「低線量被ばくと闘う」 

講師 柳沢裕子医師（千葉県 船橋二和病院） 

２０１１年１２月９日、「原発とめろ！新橋アクショ

ン」の学習会に参加した。 

新橋アクションは、３・１１原発事故を契機にして、昨

年５月から地元の労働組合やその役員が集まって行動を

はじめた。全日本育成会分会を中心にユニオン東京合同

も参加しつつ、協力しあって反原発運動を作っている。 

新橋アクションでは、昨年９月３０日に松江寛人医師

（元国立がんセンター病院放射線診断部医長）を招いて

「放射能のウソ」と題する学習会を行った。 

ここに、小さなお子さんを持つ若いお母さんたちも参加

し好評だったことから、再び医師である方を講師にお招

きした。医師お二人の話は、それぞれ個性の違いでレジ

ュメの作りも全く違って特徴的であった。 

松江医師が非常にラフなレジュメで話をしたあと会場

からの質問に対応して問題をほりさげていくタイプであ

ったのに対して、今回の講師、柳沢裕子医師は非常に完

成度の高いレジュメで、文章化された内容に、豊富な絵・

図表等が配置され、「コラム欄」まで挿入された、すでに

してパンフレット化されたもので、そのことに、まず圧

倒された。（なお、この冊子は今後２００円で領布する計

画もあるという） 

 

最初に「子どもたちを放射能から守れ～福島のたたか

い」のＤＶＤを観た。これは、１１月２２日に山田真医

師をお招きしてユニオン東京合同が開催した学習会の時

にも上映した同じものだが、今回は上映環境がよくて、

音声も聞き取りやすく全く違う印象を感じた。 

福島の中手聖一さん（子供たちを放射能から守る福島ネ

ットワーク代表）が「子どもを一緒に守って欲しい、同

じ目線で考えて欲しい。」と訴えているのに、文科省の役

人（渡辺格）が福島の表土を削る作業は必要ないと言い

放ったシーン。年間２０ｍＳｖ撤廃を求めて７０名で福

島から東京へ、文科省交渉で「安全ならば福島の土をな

めてみろと」詰め寄る佐藤幸子さんの迫力が、そのまま

伝わって改めて感動した。 

講演会では船橋二和病院に勤務されている柳沢裕子医

師が低線量被曝について３月１１日から自ら学んだ事を

分かりやすく話した。病院では「なんでも内科」を普段

やられているという。多くの医師も過重労働に追われて

低線量被曝の恐怖におののく市民の疑問に応える所まで

至ってないという。 

柳沢医師は続けて、要旨次のようなことを報告した。 

「ホールボディカウンターは Ȃ線のみしか測れずプル
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トニウムやストロンチウムの被曝（Ȁ線やȁ線）は測れな

い。内部被曝は測れない。さらにＩＣＲＰは１９４６年

に第一委員会（外部被曝）と第二委員会（内部被曝）が

あったが、５２年には第二委員会の審議を打ち切った。

ＩＣＲＰは内部被曝が危険だという事を考慮しない方針

を立てた。今回の福島原発事故でも長崎大学の山下俊一

教授（現福島医大副学長）を福島に送り込み、上から目

線で福島住民を騙す安全宣言をしていた。２０ｍＳｖの

基準は福島中通りの住民を避難させないために恣意的に

選ばれた数値ではないか。山下教授は長崎の被爆者を診

ていたかもしれないが、高線量外部被曝のデータしか持

っておらず、参考にするとすればチェルノブイリの経験

ではないか。チェルノブイリ事故では放射線量が０．４ȋ

Ｓｖ/ｈの村で子どもたちが同時期に黒板の字が見えなく

なる（白内障の可能性が言われてます）事例があり、直

ぐに廃村になった。実際にベラルーシでは人口が減尐し

ている。出生率が低下している。山下教授が言う小児甲

状腺ガン以外起きていないというのは大ウソ。山下は福

島に乗り込んで来た時嬉しそうな顔で研究ができると話

していた。」 

柳沢講師は、「医師は患者を研究対象程度にしか見てい

ない部分がある」と医者の内面の苦悩も話した。 

「対処療法に終始している現在の医学では低線量被曝

の時代には通用しない。『原爆ブラブラ病』で家族からも

怠け者呼ばわりされ『死にたい』と悩む被爆者に『生き

ろ』と叱咤激励してきた肥田先生は、放射線被曝の治療

方法が分からないので江戸時代に戻ったようだと。しか

し今の医療現場ではガイドラインに沿って患者をベルト

コンベヤーに乗せ新薬を売りつけ自動的に薬を処方して

いくのが是とされている。このかい離による矛盾が低線

量被曝の時代を覚悟しないといけない私たちに降りかか

ってくる。」 

最後に、バンダジェフスキーの言葉を引用して「尽力で

きる者は状況改善にベストを尽くせ」と締めくくった。

広瀬隆さんの本の中にドイツの原発を止めた列の最先頭

に医師がいた事が書いてあったと自らの決意を述べてい

た。 

 

質疑応答でも「放射能の防護服は天然素材の方が放射能

を防ぐ力がある」という話や、ＪＲの労働者から「自ら

の職場でホットスポットを測る中で労働者が使用者に安

全な職場を確保するためにするべきだ」という提起があ

った。 

幼いお子さんを持つお母さんが「保育園で明治のステッ

プを飲まされた」事や病気がちな我が子への心配や「医

師や薬剤師は、薬が汚染されている可能性まで考えてい

るのか」と質問していた。 

ドイツでは食べ物に価格とベクレルが表示してあり、消

費者が選択する事ができる話があった。柳沢医師は「原

発の被曝労働を放置している医師会は批判されるべきで

あり、福島から子どもの退避させるために至急医者のネ

ットワークを作りたい。原発を止めたい。そのためには

いろいろなところとつながっていきたい。いまのところ

妨害はないが、やってみないと分からない事もある。」と

話した。 

医者が先頭に立って原発を止める運動は日本にはない

ので、新しい運動の可能性を感じた講演会でした。 

新橋アクションでは今後、１月２４日にデモ、２月２４

日に高山俊吉弁護士を講師に学習会を予定している。さ

らに３月２７日にデモ、４月２４日にデモ、５月には学

習会と継続しての企画を構想している。 

（この報告では、たんぽぽ舎メルマガを参考にさせていただいた

ことをお断りいたします。） 

 

      
 

Ƽ ҥϐ Ƕ ̝șẀǏȒἭ᷀ǧƽ 

  １２月２２日、鈴木コンクリート工業（株）でのク

ビ切り、組合潰しを許さない！集会が赤羽会館４階大ホ

ールで 340 人以上の労働者が集まり開かれました。私は

彼らの闘っている東京都労働委員会の尋問に一度だけ行

ったことがありました。三人が証人に立ちましたが、何

て素朴な人たちなのかと思いました。それはそうです。

裁判や労働委員会の証人に立つということには慣れない

人にとって、緊張はつきものです。この会社で労働組合

に結集した労働者への解雇攻撃が乱発され、組合そのも

のを破壊する攻撃をかけてきているのです。 

 今回の解雇攻撃は、西部ユニオン鈴コン分会の田口組

合員（８月逝去）の解雇撤回、謝罪要求と一方的賃下げ

に対して撤回を求めてストライキを行ったことへの報復

攻撃です。当該の人たちはとても愉快で明るい方々でし

た。集会で発言されましたが、「トラさん」「ゼンさん」

なんて呼び合って、いかにも職場の仲の良い友人たちの

ような方達でした。決して労働組合の闘志という方々で

はありませんでした。しかし彼らたち、非正規職として

不安定な身分で働き、攻撃を受けながら、労働者として

の誇りをもち、会社の不当労働行為と闘いぬいています。 

勤続２０年以上の労働者を「雇い止め」にするなど、資
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本家のやることはいかに汚いものか強く感じました。 

労働者は生きていくために働いているのです。経営者

の駒ではありません。経営者は労働者がいてこそ儲けも

できるのです。非正規職という不安定な雇用をすすめる

今の社会のあり方を象徴する攻撃です。 

新自由主義は、私の働いていた福祉の職場にもあらわ

れてきました。鈴コンは「有期契約」の職場に組合をつ

くり、そこで団結して闘いを始めたのです。今の世の中、

闘わなければ生きていけないのです。２０代の労働者の

給料を聞くとあきれるばかりの低さです。福祉労働者は

一般労働者よりも平均で１０万円も低いことも明らかに

なっているのです。正規職員でこのあり様です。鈴コン

分会のみなさん、共に闘って勝利しましょう。（Ｍ） 

 

     

Ἑ ⅔ ╠∑Ἑ 

₈ ─ⱴⱨ▫▪ ⌐ ⅜╢₉        
 福島第一原発事故の収束なき放射能汚染の現実！スリー

マイル、チェルノブイリの原発事故を上回る現実をつきつけ

られても今なお原発を推進しようとしているのは、誰だ？

「原子力村」どころか「原子力マフィア」と化した「原発利

権に群がる人びと」を総ざらいし、そのウソとペテンを徹底

的に批判する「原子力マフィア」を発行した土井淑平さんか

ら報告を受けます。土井さんは、「Think Globaliy,Act 

Locally 」（地球規模で考え、地域で活動する）をモットーに

共同通信社時代から一市民として反原発運動や環境運動に

取り組んできました。一方的な話ではなく、参加者と言葉の

交差が実現できたらなと思います。ご気軽にご参加ください。 

  

日時：２０１２年１月３１日（火）１９時～２１時                    
場所 ： 西神田コスモス館１階 

（千代田区西神田 2丁目６－１） 

報告者： 土井 淑平氏（元共同通信記者） 

 

 
 ▪◒◦ꜛfi 

 ⌐♦⸗⇔╟℮  

 
日時：２０１２年１月２４日（火） 

ＪＲ新橋駅  １８時～ 

桜田公園１８時３０分～ 

コース：コース：桜田公園→柳通り→外堀通り→東電
前→新橋駅前 

→桜田公園まで、約 40 分。東電前通過は 19 時頃です。 

 

 
組合活動日誌 

月 日 曜 活動内容 

12 11 日 反原発全国統一行動 

12 月 育成会分会法対、ブリタニカ分会法対、

機械番町ハイム情宣、不二出版社前情宣 

13 火 教育社労組ニュートン前情宣、明大生協

労組情宣展開 

14 水 なんぶＵ芳賀通運分会第7回都労委審問 

16 金 ５労組国賠訴訟 

17 土 共同行動例会、動労水戸定期大会  

18 日 組合大会準備会議 

19 月 育成会分会法対会議、動労千葉国賠裁判 

22 木 12・22解雇撤回、非正規職撤廃団結集会 

23 金 第 11回定期大会  

24 土 育成会分会会議 

26 月 岡庭賃金カット控訴審・弁論準備、四役

会議、ブリタニカ分会法対 

1 3 火 定期執行委員会 

4 水 育成会への団交開催要求書提出行動 

5 木 分会学習会「総合福祉法は是か非か」 

6 金 ブリタニカ分会法対、東京労組交流セン

ター旗開き 

7 土 動労千葉旗開き、争団連例会 

8 日 三里塚反対同盟旗開き 

9 月 三多摩交流センター旗開き 
 

1 月活動予定 

月 日 曜 活動内容 

1 11 水 育成会分会都労委調査 

19 木 ５労組国賠会議 

21 土 共同行動「治安法の過去・現在・未来」、

ス労自主定期大会 

22 日 ス労自主定期大会 

23 月 育成会分会会議 

24 火 新橋アクション東電本社直撃デモ 

28 土 汚い捜査手法学習会 

30 月 岡庭懲戒処分無効確認裁判 

第４回期日 10：00～527号法廷 

31 火 学習会「原子力マフィア」西神田コスモ

ス館 1階区民小ホール 

2 1 水 育成会都労委賃金カット審問 

3 金 ふじせ企画集会 

7 火 定期執行委員会 

11 土 さよなら原発 代々木公園 10：00～ 

 

講師の土井さんのインタビューが、２０１２年１月

８日、東京新聞「こちら特報部」欄に掲載されました。 

 

 


